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　　　　　　　　は　じ　め　に　　　　　　　　　　　察する時，患児の学業，対人関係，更には，水泳，

　　髄小児科徽の騰臨床においてみられ嫉　登山・櫛などについて餅目誕うけ罷とがそぐ
患のうち，外因によるものも含めて，てんかんの占　てんかん児が欄および知能面で力傑ている諸問

める割合は大きい．例えば信大iJ・児科外来儲のほ　題は大きく・家庭および学校での生瀦轡旨鋤
ぼ15％を，山梨県立中央病院ではほ1ま13％を占めて　重要1生は・脚て大き・’・一しカ1し・かぎ・れた診察

いる．このほかに潤繊患である糞轡1生けいれん，　時間では，充分な指導が行えず・ルンマに陥るこ

囎けいれんなど給めると，その数1まさらに多く　ともあり・また・小児てんカ’んの薬櫨法に関する

なる．また，てんカ・んの擶年令をみると，糸勺5・％　報告砒し，生活指導，糊申鱒燗する報告は少

が10才までに発病し，80％が20才までに発病すると　なく〔・）一（8），よるべき基聯なく・その実際にあた

され｛1），小児の疾患とみなされるべき性格をもって　　　って，いかに指導すべきか，因惑することが多い。

いる。しかも，発病後1～2年の治療と指導の良否　　　　　てんかん児の大部分は，通園・通学しでいるの

が，その後の姓を左右するといっても過言ではな　であるから，これ等の髄ぬきにしては・　’detwは不

い。　　　　　　　　　　可能である・てんカ’んの・V・r“all　manag・mentが
　　ひるがえ。て，これらてんカ・んの治療の現状は，　言われる所以である・　　　　．、

現行の医療搬のひずみもあ。て，握変継投与　　伽は，A7回・こ鷹の通臥通学に磁っる
し溌作をコント・一ルさえすればよいとい瀬向　ようなてんかん児を中心e・して謡大小児榊経外

が強く，その中に存在する行動的，心理的，教育的，　　来および山梨県立中央病院小児科神経外来における

社会的，環境的問題が舗視漁ているように思わ　繊をもとに，その家鷹幼不鰯轍で備問題

れる。しかしながら，実際に我々がてんかん児を診　　　につき論じたい。
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小児てんかんの生活指導

　　　1　診断について　　　　　　　　　　　　　　　くまでcase　by　caseであることは当然である。し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かし，治療が長期にわたる疾患なので，患児に全く

　　　本症の診断にあたっては，単に簡単な病歴，脳　　　話さず，患児をつんぼ桟敷におくのは，特に年長児

」波検査に留ることなく，出来れば，入院させ，レン　　　の場合，どうかと思われる。いくら親が管理してい

　トゲン，尿，．血液化学検査，脳脊髄液検査，眼底検　　　るからといっても，薬を服用するのは患児であり，

　査を行ない，focal　convulsi。nのあるもの，あるい　　いろいろと注意を守るのも患児である。ある程度病

　は，postconvulsive　paralysisを残すものについて　　気について知らせないと，親と医者が自分のことに

　は，脳血管撮影を実施し，脳腫瘍，血管障害の有無　　　ついて話をしている、これは自分には言えないほど

’等の検索につとめる。このようにして確診された患児　　いやな事らしいなどと，あれこれ想像し，自分のみ

　に対して，以下のべるような生活指導を考えている。　　が疎外された感をいだくようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原則として，小さい子供には，LiVingst。n　l2の述
　　　A　病名を告げること　　　　　　　　　　　　べている如く，　「あvなた’にはある種のひきつけがあ

　　　1　両親に：　てんかん治療の出発点は，まず　　　り，毎日服薬する必要がある。服薬により，ひきつ

　病名を告げることから始まる。てんかんに対する誤　　けはなくなるようになります。そうすれば，何でも

　解をとき，家族に病気を理解させなくては，充分な　　出来るようになりますよ」というような意味のこと

　治療を行なうことが出来ない。　　　　　　　　　　　　を言えばよいと思われる。

　　　充分な検査によって診断の確定した症例には，　　　　てんかんという言葉をまだよく理解出来ず，医

　診断名を明確に告げるのが大切と考える。診断をぼ　　師の説明もわからない子供に，単にてんかんという

　かすと，治療の途中で服薬を怠ったり，病医院を転　　病名のみを知らせた場合，患児は何のためらいもな

　々とすることが多く，再発を招き，その結果脳障害　　　く，あるいは得意になって，遊び仲間に自分の病名

　の程度を増強させる危険の多いことは日常よく経験　　　を知らせるであろう。それをきいた遊び仲間は，家

　するところである。　　　　　　　　　　　　　　　　へ帰り，母に平気で友達の病気のことを話すし，そ

　　　しかし，てんかんという診断を告げられた時の　　れをきいた母は，社会一般の偏見により，てんかん

　両親の衝撃と苦悩は大きく，現今のてんかんに対す　　の子と遊ぶのはよくないと言うかもしれない。その

　る社会通念では，まさに暗い，絶望的なものである。　　ために患児は全くの仲間はずれにされてしまい，性

　　　診断をぼかしても，結局はいずれ知れてしまう　　格形成等に重大な障害をまねきかねないであろう。

　ことであり，その間の不充分な治療からくる損失を　　　　従って医学がさらに進歩し，社会の偏見がなく

　考えると，診断が確定されたならば，十分な配慮の　　　なり，てんかんが何の抵抗もなく皆に受け入れられ

　もとにいち早く病名を告げ，有効な治療方法と指導　　　るようになるまでは，小さい子供には，てんかんと

　とを行なうのがよいと考える。　　　　　　　　　　はっきり言わない方がよいものと考える。

　　　てんかん児の両親は，診断を告げられた時には，　　　　しかし，年長児になるほど，疾患について詳し

　世間一般の如く，治らない病気はずかしい病気　　　く話すべきである。患児が病気について質問して来

　遺伝する病気いやな病気という偏見をもっている　　　た時，本人の精神的状態もよく，また周囲の状況も

　であろう・我々は，まず，てんかん治療の開始にあ　　整っていて「ああ，てんかんだよ」と言える環境に

　たり，このような考えを変えさせ，両親をあきらめ　　あるときは，医師は，てんかんという診断を告げる

　から開放しなければならない｛4｝。なおらない病気と　　べきであろう。その場合，患児の病気は決して絶望

　いうあきらめに対しては・小児てんかんは・投薬に　　　的なものではないことをよく話し，病因，治療，そ

　より・けいれんがなくなり・脳波が正常化し・服薬　　の他医学的なことについて話し合い，不安感や劣等

　をやがて中止出来るものが，かなりあることを話し　　感を持たせないことが必要である。

　知能障害を伴なうという考えに対しては，過去に，　　　　　LiVingst。n［2）は診断をはっきり言う年令を，職

　てんかんでありながら天才，偉人となった人のいる　　業上および社会生活上の必要から18才ごろとしてい

　ことを実例をもって話し，てんかんはIEしく治療す　　　るが，個々のケースによりかなり幅のあるものと思

　れば，必ずしも知能障害をきたす疾患ではないこと　　　われる。日本の社会状勢では，Livingstonののべるご

　を充分説明する必要がある。　　　　　　　　　　　　とくに割切れないこともあり，てんかんになる危険は

　　　2　本人に：　患児自身に対してんかんの診断　　　あるが，治療をすればてんかんにならないですむで

　をどの程度に話ずべきかという魚についてみると，あ　　あろうといった程度に止めざるを得ない場合もある。
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　∬　家庭生活　　　　　　　　　　　　　　　　　　我々も，数年来発作のなかった例が，日脳ワクチン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を契機として，発作が頻回になった例を経験してい

　　A　患児の取扱い　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　　両親および家族の患児に対する態度は，原則と　　　　　てんかん児は，予防接種時に，問診の場ではね

して，正常な子供と同じであることが望ましい。特　　　られてしまい，接種してもらえないことが多い。し

別な子として保護し，不必要に甘やかし，また過保　　　かし，一生予防接種をしないではすまない場合も多

護に流れ，無理な欲求に対しても，興奮して発作が　　　く，てんかん児の如きhandic　apのある児では，む

増すことをおそれ，なるべくしずかにさせるために子　　　しろ積極的にやらねばならぬこともある。てんかん

供の言うなりになることが多い。あるいは発作をお　　　児の予防接種については，今後充分な検討を要する

それるあまり厳重な行動の制限をする場合もある。　　　問題であり，確たる理論的根拠の確立が望まれる。

　　一方，小児では少数と思われるが，てんかん児
を邪魔者扱いし，全くの放任，あるいは拒否的な態　　　皿　幼稚園および学校生活

てんかん児は・すべて・1おいて・全く普通の子こと搬゜学校生活で，先欄、な、のは，矢口

供と同じようにすべきだとい・訳ではなv’・骸患や　能および藤である．。の点に関して文献的考察を

1難1撫雛難1魏．鵬騰繋　よび教師との
かし，てんかん児の場合には，情緒に与える影響が　　　　　A　知能

他の疾患に比して大なので，保護と制限は，一般に　　　　てんかん児の知能についての報告は多い。（6｝（9）〔11）

考えられているより，ゆるやかにして，出来うるか　　　一〔19｝主な報告を挙げると，Matthes〔1餌よ知能障害の

ぎり正常な子供と同じように育てるという根本原則　　　頻度を50％と報告し，Lennox（13）は36％と報告して

を十分に両親，家族に話すことを忘れてはならない。　　いる。また，本邦でも，知能障害の頻度を・荒木〔14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は49％，大田原｛16）は27％，上出〔1のは10％と報告して

　　B　予防接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる。

　　さて，我々が小児てんかんを診療していく時，　　　　諸家により，頻度にかなりの差があるのは，調

よく相談をうけることに，予防接種に関することが　　　査の対象が，入院中か，外来治療中か，あるいは施

ある。Matthes（lo）によれば，ジフテリア，破傷風　　　　設に入っているかの差によるものであり，また，発

小児麻痺ワクチン等は，ためらわずに実施すべきで　　作型の違い，知能測定法の違い，あるいは，てんか

あるが，健康な子供にも副作用の多い種痘，百日咳　　　ん発病以前の知能障害の有無も関係しているものと

ワクチンは施行すべきではないという。　　　　　　　思われる。

　　本邦にお・いても，関⑳によれば，3年以上臨床　　　　Idiopathicのものと，　symptomaticのものに分け

発作がなく，脳波上，発個生異常波がない場合は，　　　てみると，symptomaticのものに・より知能障害が

第1期種痘を除いて，現行の予防接種はすべて禁忌　　　多い。〔13）〔16｝

ではなく，また，脳波で発f伺生異常波があっても，　　　　　発作型からみていくと，点頭けいれんに知能障

1年以上臨床上発作がない場合は，第1期種痘，百　　　害が最も高度，高頻度であり・Jackson型の如く・

日咳ワクチンは禁忌であるが，ジフテリア，破傷風　　器質的脳病変を伴なうものも知能は障害される。大

トキソイド，BCG，第H，皿期種痘，ポリオ生ワ　　　発作型はこれに次ぎ，小発作型では，知能はほとん

クチンは接種してよいという。日本脳炎ワクチン，　　　ど正常である。〔16｝

狂犬病ワクチンについては，慎重にすべきと思われる。　　　　発作頻度と知能障害との関連については・発作
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小児てんかんの生活指導

の頻発するものに，知能障害が多く（16），頻発する発　　　生活上，問題になる児がいるのは事実である。

作が知能に何らかの影響を与えることを推測させる。　　　　てんかん児の知能，性格に関しては，医学的に

　　しかし，上出⑳は，てんかんの双生児研究で、　　　は来だ諸説あり，未解決の問題であり，てんかん児

一卵性双生児で発作のある児と，健康な相手を比べ　　　即，知能障害，情緒障害，異常行動という考えは，

ると，知能はほぼ同じであると報告している。頻圓　　　まず否定し，その上であらためて，てんかん児をよ

の発作が長期にわたって持続しない限り，散発的な　　　くみて，教育，生活指導をすべきであると考える。

発作程度では，それほど知能障害を来たすものでは

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C　運動，課外活動など

　　脳波との関連についてみると，異常脳波を示す　　　　　1　水泳：　てんかんの事故死はその死因の10

ものに知能障害が多く，正常脳波，あるいは境界域　　　％であり・なかでも溺水のしめる割合が多いという。㈱

所見のものには少ない。また，発作初発年令の若い　　　　健康人が溺水をお’こさないような場所でも，短

ものに知能障害は多い。（16）　　　　　　　　　　　　　時間の発作で，水を飲んで窒息のために死亡する場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合もある。しかし，発作をおこさなくなった児，あ

　　B　性格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るいは発作をおこす可能1生が非常に少ない児に，単

　　てんかんでは，てんかん性性格が認められるこ　　　にてんかんという理由だけで機械的に水泳を禁止す

とは，古くから知られている。粘着性，鈍重性と爆　　るのは，てんかん児の精神面によくない結果をもた

発1生，衝動性などの性格的特徴がそれである。　　　　　らす。

　　小児では，このような特徴があるかという点に　　　　Livingst。n　12）は，水泳による危険は，正常児に

ついては，かなり異論のあるところだが，もし，こ　　　もあることで，てんかん児にはこの比率が少し多い

のような特微があるとしても，成人と異なり，不明　　だけであると述べ，発作回数の稀なものなら，大人

瞭である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の監視のもとに，許可すべきであると述べている。

　　LennQx⑳によれば，てんかん児には特有の性　　　　　Matthes〔10）は，基本的には水泳は禁止すべきで

格はなく，少数のものに，異常行動を示すものが認　　　はなく，不安を和らげ，自信をつけるためにも必要

められるが，これはてんかん性のものではなく，脳　　であると述べている。本邦では小林e6）のごとく，量

障害に基づくものであるという。平井tr8｝は，充分な　　終発作後相当早期からてんかん児に水泳を許可しで

精神的管理が行なわれないと，人格形成に歪みを生　　　いる例もある。

じ，各種の異常行動を示す症例があり，成入のてん　　　　　以前は，川や海へ友達同志で水泳に行く傾向が

かん性性格は一応否定し，考慮すべきだとしている。　　あったが，最近では，学校にプールが設備されてい

　　一方，小児てんかんには，性格，行動に特徴が　　　ることが多い。学校での水泳は，、単に泳ぎをおぼえ

あることを認める文献も多い。〔9｝・（IS｝〔19｝⑫2）一⑳　　　　　　るという意味以外に，集団への参加という重要な意

　　上出⑳は，一卵性双生児で，てんかんの発作を　　味があり，患児が皆から差別をうけないという意識

有するものと，その健康な相手との性格的特徴を比　　　をうえつける意味で重要と考える。

較すると，粘着性と爆発1生は，明らかに，発作を有　　　　　Janz⑳は1日のうちの発作発現時間から，

するものに多いと述べている。辻〔9｝は，小児てんか　　Aufwach－Epilepsie，　diffuse　Epilepsie，　Schlaf－一

んの情動障害の明らかになる時期に，3つのピーク　　　Epilepsie，の3型に分類しているが，賞醒時に発作の

（2～3才，6～7才，10～12才）があることを揖摘して　　　あるもの，特にAufwach－Epilepsieの水2永　は充分

いる。そして，神経質傾向（情動不安定，受動的，　　　な注意が必要である。

依存的）は，2～3才に高率にみられ，多動傾向（運9i）　　　　以上の点を慎重に考慮しながら，水泳は可能な

過多，注意散漫，自我主張が強く顕示的）は，6～　　　限り許可を与える方針で望むべきではないだろうか。

7才を中心に現われ，圃執傾向（流動性がなく，副　　　　　しかし，単に精神面の配慮にのみ重点をおき，

通がきかず，周囲に対し非協力的）は，9才以降に　　　発作が十分コントロールされていないものに水泳を

なると出現すると報告しており興味深い。　　　　　　　許可することは，生命の危険を度外視することにな

　　てんかん児の1生格的特徴を，てんかんに原因を　　　るので我々は以下のような基準を設けて許可を与え

求めるか，あるいは脳障害，精神的環境に原因を求　　　ている。

めるかは，未だ未解決の問題であるが，いずれにせ　　　　　a）責任ある大人の監視がいること。

よ，てんかん児の一部に，知能，性格の面で，学校　　　　　b）教師に，てんかんを知らせてあること。
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　　　　　（最低限，てんかんと言わなくても“ヒ　　　に教師にも診断を知らせて，話し合いの場をもち，

　　　　　キツケ・のあることを知らせてあること）　　　てんかん児を理解してもらうのが，前向きの姿勢と

　　c）最終発作後，1年間は禁止。　　　　　　　　　思われる。特に発作が頻回にみられたり，行動異常

　　d）1年以上発作がなければ軽く行ない，2年以　　　がみられたり，その他てんかんめために何らかの問

　　　　上発作がなければ許可する。　　　　　　　　題のある児については，ぜひそのようにすべきであ

　　e）水泳，登山中に発作を起した既往のあるも　　　る。教師の正しい理解と，協力があれば，患児はク

　　　　の，あるいは，過呼吸，光刺激等で明らか　　　ラスという共同社会から仲間はずれにされず・好ま

　　　　に，発作波が誘発されるものは，さらに1　　　しい学校生活を送ることが出来る。しかし・ただ診

　　　　年つつ延長する。　　　　　　　　　　　　　断をつげるのみで，もし，教師がてんかんに対し何

　　2　修学旅行：　旅行では，緊張と疲労に加え　　　らかの偏見を持っていた場合には，患児の学校生活

て，日常生活のリズムが狂うので，発作を起しやす　　　は，数師が診断を知らなかった時より，さらにわる

い状態にある。いわゆる夜間てんかんでさえ，一日　　　いものとなるであろう・LiVings　ton〔2）はこの点に関

中皆と行動を共にしているので，旅館などで友入の　　　連して，学校では発作がなく・学校生活には特に問

前で発作をおこすことになる。　　　　　　　　　　　題のない児については，教師に知らせない方がよい

　　旅行は，皆と同じように参加させることが望ま　　　としている。その理由として，次のような諸点をあ

しい。しかし，もし今まで他人の前で発作をおこさ　　げている・：①教師はてんかんにつv、て充分な知識

なかった患児が，クラスメートの前で発作をおこし　　　があるとはかぎらず，てんかん児を特別視して教育

たら，患児は劣等感，絶望感にさいなまれるであろ　　する。②もし，てんかんについて知っていても，て

う。またクラスメートは，特別な目で彼を見るであ　　んかん児を過保護して教育する傾向がある・③教師

ろう。クラスメートと対等の立場で参加した旅行が　　　は，いつ発作がおきるか緊張して教育をしなければ

かえって患児の精神面に悪影響を与えることになり　　ならず，これは児にとってよくないことである。

かねない。医師は，患児が人前で発作をおこさない　　　　我々も，学校で特に問題のない児については，

ような充分な配慮が必要である。そこで我々は，ま　　　積極的には教師との連絡をとっていない。しかし，

れに発作のあるような患児に対しては，旅行3日前　　　通院学童のほぼ全員について，通知表を兇せてもら

から抗痙変剤を一包多く服用させ，帰宅後も3日間　　　い，学校での状況を知り；今後の検討の資料として

はそのままつづけて服用させるような工夫をして許　　　いる。

可を与えている。この場合も教師には，けいれんが
あるかもしれぬことを告げておくよう指導している。　　　　IV　外来診療における指導

　　3　体育，その他：　過呼吸で発作の誘発され
るような児には，はげしい運動を禁止しているが，　　　　我国においては，末だにソーシャルワーカー，

リズム運動等は，むしろ積極的に勧めている。障害　　　心理学者等が，外来診療に際し患者にタッチする場

物の少ないグラウンドでおこす発作は，多くの友人　　　は，ほとんどないと言ってもよく，患者の指導はす

達の前でおこすという不利な点を除けば，狭い家の　　　べて医師の手によることが多い。短時間で満足のい

中でおこす発作より，周囲に危険物が少ないので，　　　くように指導することはむずかしいことであり，当

かえって安全かもしれない。　　　　　　・　　　　　然，重点的に指導せねばならない。診断を告げるこ

　　自転車は，発作の型にもよるが，交通量のはげ　　　と，家庭での養育に関する指導は・前述の如くであ

しい所では禁止した方がよく，また高い危険な所へ　　　るが，一口に言えば，いかに病気に対する理解を深

は，登らせないような指導が必要であろう。②㈹　　　　めるかということである。山梨県立中央病院では，

　　睡眠不足は発作を誘発しやすい。例えば高校生　　　一つの試みとして，隔月ごとに神経外来教室を開き・

の夏休みの合宿などで発作の誘発される症例を経験　　　両親に対し，知識の普及と指導を行なっている・質

するこどがある。修学旅行や，長期にわたって親元　　　問は極めて活発であり，出席率もよく，また同じ仲

をはなれた生活をする患児に対しては，この点十分　　　間の多くいることは，両親の心のささえとなってい

な注意を与えておく必要がある。　　　　　　　　　るようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外来通院回数は，発作のコントロールきれた症

　　D　教師との関係　　　　　　　　　　　　　　　例では，大体2週間毎に受診させ投薬をしているが

　　Total　careを目標とするなら，家族の同意の上　　　家人または知人のみの来院で投薬を機械的に行なっ
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小児てんかんの生活指導

ていると，次第に服薬が不規則になり，ついには服　　　れそれの生活指導を述べ，患児の知能，性格等の精

薬を中断して発作を再発させるケースもあるので，　　　神医学的側面につき，若干の考察を加え，運動，課

っとめて来院させるように指導している。小児てん　　　外活動などの問題について注意点をのべた。さらに

かんでは，とくに，途中で発作型のかわるもの，随　　　外来診療における指導事項をあげた。

伴障害が表面化して来るものがあるので，これらの　　　　　てんかんに限らず，我々が患者を治療してゆく

症状を定期的にチエックしている。また，発作がよ　　場合，対象を病気のみに限定せず，病める具体的な

くコントロールされていた女児でも，初経前後には　　　人間としてとらえ，これを可能な限り正常に近く，

再び発作をお』こしやすく、tsるので，脳波上の再検討　　　あるいは正常にまで回復せしめようとする努力が必

を行ない，身体の発育状況も見て，薬剤の増量をす　　　要である。

ることがある。一般に抗痙変剤の投薬期間は，最終　　　　　特に，てんかん児の場合には，てんかんに対す，

発作後少なくとも4年間は必要であると言われてい　　る社会の誤解，偏見が強いこととあいまって，その

るが〔15），脳波所見から，さらに延長すべき例も多い。　　精神的，社会生活上の指導が極めて必要と思われる。

　　外来での両親への指導事項をまとめてみると，　　　　てんかん児は，単に発作を止めれば，それでよ

大体，以下の如くである。　　　　　　　　　　　　いというものではない。てんかん児の生活指導をし

　　　1）規則正しく通院して，診察や検査をうけ，　　ていく場合，てんかんという身体的状況のため，そ

　　　　　きちんと服薬すること。　　　　　　　　　の生活に，ある程度の規制があるのはいたしかたな

　　　2）どんな経過のよい時でも，できれば1月　　いが，規制して，身体が安全であるからそれでよい

　　　　に1回，少くとも年7～8回は必ず来院　　　というものでもない。規制は，当然ない方がよいの

　　　　すること。　　　　　　　　　　　　　　　である。医師は，個々のケースについて充分検討し

　　　3）日常生活の注意。　　　　　　　　　　　必要以上の規制はさけるように考慮すべきである。

　　　a）睡眠不足，夜ふかし，テレビの見すぎ　　　　発育途上にある小児では，誤った指導が子供の

　　　　　はさける。　　　　　　　　　、　　　　　異常行動をよび，将来の人格形成に，重大な障害を
　　　b曝飲顯やコーヒーなどの刺激のSfi　まねくおそれのあることを船留意すべきである。

　　　　　いものはつつしむ・　　　　　　　　　　　　てんかん児の治療の根本は，発作のコントロ＿

　　　c）便通の調整に心掛けること。　　　　　　ルと共に，社会の中の一人の人間として，社会に受

　　　d）過激な運動はさける。　　　　　　　　　　け入れられ，また，適応できるように，サポートし

　　　e）体操は友達と同じようにさせる。　　　　　てやることであろう。

　　　f）心配しすぎて，保護過剰になり・依頼　　　　　稿を終るに当り，御指導，御校閲をいただいた

　　　　　心の強い子供にならないようにする。　　赤羽教授に深謝いたします。

　　　g）治療上に必要な場合をのぞき，他の兄

　　　　　弟と区別せずに育てる。

　　4）投薬について　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　　献

　　　a）投薬開始時は，十分な効果のないこと

　　　　　もあり，薬の内容を調整していくうち　　　1）和田豊治：小児てんかん，神経進歩，6：379

　　　　　に効果が出る。　　　　　　　　　　　　　　－390，1963
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